
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

　

六
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第
二
項
の
指
定
地
方
公
共
機
関
の
指
定 

（
危
機
対
策
課
）　

　

一

〇
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
二
条
第
六
項
の
指

　

定
地
方
公
共
機
関
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　

　

一

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
介
護
老
人
保
健
施
設
の
許
可 

（
長
寿
社
会
政
策
課
）　

　

一

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

一

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
平
成
十
九
年
宮
城
県
告
示
第
三
百
十
八
号
（
漁
業
災
害
補
償
法
に
基
づ
く

　

漁
業
共
済
に
係
る
加
入
区
の
設
定
）
の
一
部
改
正 

（
農
林
水
産
経
営
支
援
課
）　

　

二

〇
認
証
食
品
の
認
証 

（
食
産
業
振
興
課
）　

　

八

〇
土
地
区
画
整
理
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可 

（
都
市
計
画
課
）　

　

八

 
公

告

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
二
件
） 

（
建
築
宅
地
課
）　

　

九

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
落
札
者
の
決
定 

（
契　

約　

課
）　

　

九

 
選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
の
解
職
請
求
に
要
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総

　

数
の
三
分
の
一
の
数
に
つ
い
て 

一
〇

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
二
十
七
号

　

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二

条
第
二
項
の
指
定
地
方
公
共
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
一
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

仙
台
空
港
鉄
道
株
式
会
社

〇
宮
城
県
告
示
第
二
十
八
号

　

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
二
条
第
六
項
の
指
定
地
方
公
共
機
関
を
次
の
と
お

り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
一
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

仙
台
空
港
鉄
道
株
式
会
社

〇
宮
城
県
告
示
第
二
十
九
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
九
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介
護
老
人
保
健
施
設
と
し

て
、
次
の
と
お
り
許
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
一
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
三
十
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
一
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
五
三
一
八
〇
〇
三
六

施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

野
崎
病
院
附
属　

介
護
老
人
保

健
施
設　

美
里

遠
田
郡
美
里
町
字
藤
ヶ
崎
町
百

五
十
一
番
地
二

開
設
者
の
名
称
又
は
氏
名

医
療
法
人
社
団
博
亮
会

許
可
年
月
日

平
成
二
十
五
年

一
月
一
日

事

業

所

番

号

〇
四
一
〇
七
〇
〇
一
六
五

〇
四
一
〇
二
〇
〇
二
五
七

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地

介
護
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
た
す
き

名
取
市
植
松
一
丁
目
四

番
十
号

ア
ミ
カ
石
巻
介
護
セ
ン

タ
ー

指
定
障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス
の
種
類

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

行
動
援
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

設
置
者
名

有
限
会
社
す

ぽ
っ
と
け
あ
サ

ポ
ー
ト

株
式
会
社
Ｈ
Ｃ

Ｍ

指
定
年
月
日

平
成
二
十
五
年

一
月
一
日

平
成
二
十
五
年

一
月
一
日



〇
宮
城
県
告
示
第
三
十
一
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
一
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
三
十
二
号

　

平
成
十
九
年
宮
城
県
告
示
第
三
百
十
八
号
（
漁
業
災
害
補
償
法
に
基
づ
く
漁
業
共
済
に
係
る
加
入
区
の
設
定
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
五
年
一
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
一
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

法
第
百
四
条
第
二
号
に
掲
げ
る
漁
業
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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〇
四
一
一
五
〇
〇
二
九
一

〇
四
一
一
二
〇
〇
四
一
三

石
巻
市
中
里
二
丁
目
二

番
十
五
号
第
一
オ
フ
ィ

ス
ビ
ル
せ
ん
し
ゅ
う
一

階希
望
館
ヘ
ル
パ
ー
オ
フ 

ィ
ス
大
崎
市
古
川
李
埣
一
丁

目
九
番
四
十
一
号

有
限
会
社
ふ
れ
あ
い

登
米
市
迫
町
佐
沼
字
梅

ノ
木
二
丁
目
六
番
地
八

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

居
宅
介
護

希
望
館
ポ
コ
・

ア
・
ポ
コ
有
限

会
社

有
限
会
社
ふ
れ

あ
い

平
成
二
十
五
年

一
月
一
日

平
成
二
十
五
年

一
月
一
日

事

業

所

番

号

〇
四
一
〇
二
〇
〇
五
〇
五

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地

有
限
会
社
た
ん
ぽ
ぽ
の

里
桃
生

石
巻
市
桃
生
町
城
内
字

舘
下
百
十
一
番
地

指
定
障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス
の
種
類

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

設
置
者
名

有
限
会
社
た
ん

ぽ
ぽ
の
里
桃
生

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
五
年

一
月
一
日

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
分

区
　
　
　
域

１
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使
用

し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

気
仙
沼
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の

唐
桑
支
所
の
地
区
）

２
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

３
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
及
び
２

に
掲
げ
る
漁
業
並
び
に
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と

　
す
る
漁
業
以
外
の
漁
業

４
．
小
型
定
置
漁
業

５
．
大
型
定
置
漁
業

１
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
棒
受
網
を

使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業
以
外
の
漁
業

気
仙
沼
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の

気
仙
沼
地
区
支
所
の
地
区
の

う
ち
大
島
の
区
域
）

２
．
小
型
定
置
漁
業

３
．
大
型
定
置
漁
業

１
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使
用

し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

気
仙
沼
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の

気
仙
沼
地
区
支
所
の
地
区
の

う
ち
鹿
折
の
区
域
）

２
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲
げ

る
漁
業
及
び
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

１
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
棒
受
網
を

使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業
以
外
の
漁
業

気
仙
沼
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の

気
仙
沼
地
区
支
所
の
地
区
の

う
ち
松
岩
の
区
域
）

２
．
小
型
定
置
漁
業

１
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使
用

し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

気
仙
沼
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の

気
仙
沼
地
区
支
所
の
地
区
の

う
ち
階
上
の
区
域
）

２
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲
げ

る
漁
業
及
び
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

１
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業

気
仙
沼
市
区
域

（
気
仙
沼
漁
業
協
同
組
合
の

地
区
）

２
．
小
型
定
置
漁
業

１
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
以
上
100ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し

て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

気
仙
沼
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の

唐
桑
支
所
，
気
仙
沼
漁
業
協

同
組
合
及
び
気
仙
沼
遠
洋
漁

業
協
同
組
合
の
地
区
）

１
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使
用

し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

気
仙
沼
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の

大
谷
本
吉
支
所
の
地
区
の
う

ち
本
吉
出
張
所
以
外
の
区

域
）

２
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業
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３
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
及
び
２

に
掲
げ
る
漁
業
並
び
に
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
漁
業
以
外
の
漁
業

４
．
小
型
定
置
漁
業

１
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使
用

し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

気
仙
沼
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の

大
谷
本
吉
支
所
の
地
区
の
う

ち
本
吉
出
張
所
の
区
域
）

２
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

３
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
及
び
２

に
掲
げ
る
漁
業
並
び
に
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
漁
業
以
外
の
漁
業

４
．
小
型
定
置
漁
業

１
．
大
型
定
置
漁
業

気
仙
沼
市
区
域

（
気
仙
沼
漁
業
協
同
組
合
の

地
区
及
び
宮
城
県
漁
業
協
同

組
合
の
大
谷
本
吉
支
所
の
地

区
）

１
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使
用

し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

南
三
陸
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の

歌
津
支
所
の
地
区
）

２
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

３
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
及
び
２

に
掲
げ
る
漁
業
並
び
に
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
漁
業
以
外
の
漁
業

４
．
小
型
定
置
漁
業

５
．
大
型
定
置
漁
業

１
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使
用

し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

南
三
陸
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の

志
津
川
支
所
の
地
区
）

２
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

３
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
及
び
２

に
掲
げ
る
漁
業
並
び
に
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
漁
業
以
外
の
漁
業

４
．
小
型
定
置
漁
業

５
．
大
型
定
置
漁
業

１
．
総
ト
ン
数
10ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

気
仙
沼
市
，
南
三
陸
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の

唐
桑
支
所
，
気
仙
沼
地
区
支

２
．
総
ト
ン
数
10ト

ン
以
上
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て

さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

所
，
大
谷
本
吉
支
所
，
歌
津

支
所
及
び
志
津
川
支
所
の
地

区
）

１
．
総
ト
ン
数
10ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

石
巻
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の

北
上
町
十
三
浜
支
所
の
地

区
）

２
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲
げ

る
漁
業
，
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業
，

船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使
用
し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

漁
業
及
び
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業
以
外

の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

１
．
総
ト
ン
数
10ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

石
巻
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の

河
北
町
支
所
の
地
区
）

２
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲
げ

る
漁
業
，
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業
，

船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使
用
し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

漁
業
及
び
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業
以
外

の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

１
．
総
ト
ン
数
10ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

石
巻
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の

雄
勝
町
東
部
支
所
の
地
区
）
２
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲
げ

る
漁
業
，
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業
，

船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使
用
し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

漁
業
及
び
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業
以
外

の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

４
．
大
型
定
置
漁
業

１
．
総
ト
ン
数
10ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

石
巻
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の

雄
勝
町
雄
勝
湾
支
所
の
地

区
）

２
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲
げ

る
漁
業
，
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業
，

船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使
用
し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

漁
業
及
び
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業
以
外

の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

４
．
大
型
定
置
漁
業

１
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使
用

し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

石
巻
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の

北
上
町
十
三
浜
支
所
，
河
北
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２
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

町
支
所
，
雄
勝
町
東
部
支
所

及
び
雄
勝
町
雄
勝
湾
支
所
の

地
区
）

１
．
総
ト
ン
数
10ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

石
巻
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の

寄
磯
支
所
の
地
区
）

２
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲
げ

る
漁
業
，
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業
，

船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使
用
し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

漁
業
及
び
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業
以
外

の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

１
．
総
ト
ン
数
10ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

石
巻
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の

前
網
支
所
の
地
区
）

２
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲
げ

る
漁
業
，
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業
，

船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使
用
し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

漁
業
及
び
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業
以
外

の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

１
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使
用

し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

石
巻
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の

寄
磯
支
所
及
び
前
網
支
所
の

地
区
）

２
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

１
．
総
ト
ン
数
10ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

石
巻
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の

鮫
浦
支
所
の
地
区
）

２
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使
用

し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

３
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

４
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
か
ら
３

に
掲
げ
る
漁
業
及
び
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
漁
業
以
外
の
漁
業

５
．
小
型
定
置
漁
業

１
．
総
ト
ン
数
10ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

石
巻
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の

谷
川
支
所
の
地
区
）

２
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲
げ

る
漁
業
及
び
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

１
．
総
ト
ン
数
10ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

石
巻
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の

泊
浜
支
所
の
地
区
）

２
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使
用

し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

３
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

４
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
か
ら
３

に
掲
げ
る
漁
業
及
び
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
漁
業
以
外
の
漁
業

５
．
小
型
定
置
漁
業

１
．
総
ト
ン
数
10ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

石
巻
市
区
域

（
牡
鹿
漁
業
協
同
組
合
の
地

区
の
う
ち
鮎
川
浜
及
び
十
八

成
浜
の
区
域
）

２
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲
げ

る
漁
業
及
び
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

１
．
総
ト
ン
数
10ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
主
と
し
て
敷
網
及
び
釣
り
に
よ
っ

て
い
か
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

石
巻
市
区
域

（
牡
鹿
漁
業
協
同
組
合
の
地

区
の
う
ち
新
山
浜
の
区
域
）
２
．
総
ト
ン
数
10ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

３
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲
げ

る
漁
業
及
び
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

以
外
の
漁
業

４
．
小
型
定
置
漁
業

１
．
大
型
定
置
漁
業

石
巻
市
区
域

（
牡
鹿
漁
業
協
同
組
合
の
地

区
）

１
．
総
ト
ン
数
10ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

石
巻
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の

網
地
島
支
所
の
地
区
）

２
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲
げ

る
漁
業
，
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業
，

船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使
用
し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

漁
業
及
び
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業
以
外

の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

４
．
大
型
定
置
漁
業

１
．
総
ト
ン
数
10ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

石
巻
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
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２
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
ど
う
を
使
用
し
て
あ
な
ご
を
と
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

表
浜
支
所
の
地
区
）

３
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
及
び
２

に
掲
げ
る
漁
業
並
び
に
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
漁
業
，
船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使
用
し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
漁
業
及
び
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
漁
業
以
外
の
漁
業

４
．
小
型
定
置
漁
業

１
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使
用

し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

石
巻
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の

網
地
島
支
所
及
び
表
浜
支
所

の
地
区
）

２
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

１
．
総
ト
ン
数
10ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

石
巻
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の

石
巻
市
東
部
支
所
の
地
区
）
２
．
総
ト
ン
数
10ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
ラ
ン
プ
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

３
．
総
ト
ン
数
10ト

ン
以
上
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
ラ
ン
プ
網
を
使
用
し

て
小
女
子
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

４
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
刺
網
を
使
用
し
て
行
う
漁
業

５
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
釣
り
に
よ
っ
て
い
か
を
と
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
漁
業

６
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
底
び
き
網
を
使
用
し
て
行
う
漁
業

７
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
船
び
き
網
を
使
用
し
て
行
う
漁
業

８
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
す
く
い
網
を
使
用
し
て
行
う
漁
業

９
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
か
ら
８

に
掲
げ
る
漁
業
及
び
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
漁
業
以
外
の
漁
業

10．
小
型
定
置
漁
業

１
．
総
ト
ン
数
10ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

石
巻
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の

石
巻
地
区
支
所
の
地
区
）

２
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

３
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
及
び
２

に
掲
げ
る
漁
業
並
び
に
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
漁
業
以
外
の
漁
業

４
．
小
型
定
置
漁
業

５
．
大
型
定
置
漁
業

１
．
総
ト
ン
数
10ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

石
巻
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の

石
巻
湾
支
所
の
地
区
）

２
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲
げ

る
漁
業
及
び
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

１
．
総
ト
ン
数
10ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

石
巻
市
区
域

（
石
巻
市
漁
業
協
同
組
合
の

地
区
）

２
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲
げ

る
漁
業
及
び
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

１
．
総
ト
ン
数
10ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

石
巻
市
区
域

（
渡
波
漁
船
漁
業
協
同
組
合

の
地
区
）

２
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲
げ

る
漁
業
以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

１
．
総
ト
ン
数
10ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

女
川
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の

女
川
町
支
所
の
地
区
）

２
．
総
ト
ン
数
10ト

ン
以
上
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て

さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

３
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使
用

し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

４
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

５
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
か
ら
４

に
掲
げ
る
漁
業
以
外
の
漁
業

６
．
小
型
定
置
漁
業

１
．
大
型
定
置
漁
業

女
川
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の

女
川
町
支
所
の
地
区
の
う
ち

竹
浦
の
区
域
）

１
．
大
型
定
置
漁
業

女
川
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
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女
川
町
支
所
の
地
区
の
う
ち

桐
ケ
崎
の
区
域
）

１
．
大
型
定
置
漁
業

女
川
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の

女
川
町
支
所
の
地
区
の
う
ち

横
浦
の
区
域
）

１
．
大
型
定
置
漁
業

女
川
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の

女
川
町
支
所
の
地
区
の
う
ち

塚
浜
の
区
域
）

１
．
大
型
定
置
漁
業

女
川
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の

女
川
町
支
所
の
地
区
の
う
ち

江
島
の
区
域
）

１
．
大
型
定
置
漁
業

女
川
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の

女
川
町
支
所
の
地
区
の
う
ち

出
島
及
び
寺
間
の
区
域
）

１
．
総
ト
ン
数
10ト

ン
以
上
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て

さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

石
巻
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の

北
上
町
十
三
浜
支
所
，
河
北

町
支
所
，雄
勝
町
東
部
支
所
，

雄
勝
町
雄
勝
湾
支
所
，
寄
磯

支
所
，
前
網
支
所
、
谷
川
支

所
，
泊
浜
支
所
，
鮫
浦
支
所
，

網
地
島
支
所
，
表
浜
支
所
，

石
巻
市
東
部
支
所
，
石
巻
地

区
支
所
、
石
巻
湾
支
所
，
牡

鹿
漁
業
協
同
組
合
及
び
石
巻

市
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
）

１
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
以
上
100ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し

て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

石
巻
市
及
び
女
川
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の

女
川
町
支
所
，
石
巻
地
区
支

所
及
び
石
巻
市
漁
業
協
同
組

合
の
地
区
）

１
．
総
ト
ン
数
10ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

東
松
島
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の

矢
本
支
所
の
地
区
）

２
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲
げ

る
漁
業
以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

１
．
総
ト
ン
数
10ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

東
松
島
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の

鳴
瀬
支
所
の
地
区
）

２
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲
げ

る
漁
業
以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

１
．
総
ト
ン
数
10ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

東
松
島
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の

宮
戸
支
所
の
地
区
）

２
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲
げ

る
漁
業
以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

１
．
総
ト
ン
数
10ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

東
松
島
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の

宮
戸
西
部
支
所
の
地
区
）

２
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
、
１
に
掲
げ

る
漁
業
以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

１
．
総
ト
ン
数
10ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

松
島
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の

松
島
支
所
の
地
区
）

２
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲
げ

る
漁
業
以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

１
．
総
ト
ン
数
10ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

塩
釜
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の

塩
釜
市
浦
戸
東
部
支
所
の
地

区
）

２
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
主
と
し
て
刺
網
を
使
用
し
て
白
魚

を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

３
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
主
と
し
て
刺
網
を
使
用
し
て
行
う

漁
業
で
あ
っ
て
，
２
に
掲
げ
る
漁
業
以
外
の
漁
業

４
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
か
ら
３

に
掲
げ
る
漁
業
以
外
の
漁
業

５
．
小
型
定
置
漁
業

１
．
総
ト
ン
数
10ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

塩
釜
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の

塩
釜
市
浦
戸
支
所
の
地
区
）
２
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲
げ

る
漁
業
以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

１
．
総
ト
ン
数
10ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

塩
釜
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の

塩
釜
市
第
一
支
所
の
地
区
）
２
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲
げ

る
漁
業
以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業
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１
．
総
ト
ン
数
10ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

塩
釜
市
区
域

（
塩
釜
市
漁
業
協
同
組
合
の

地
区
）

２
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲
げ

る
漁
業
以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

１
．
総
ト
ン
数
10ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

七
ヶ
浜
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の

七
ヶ
浜
支
所
の
地
区
の
う
ち

要
害
の
区
域
）

２
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲
げ

る
漁
業
及
び
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業
以

外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

１
．
総
ト
ン
数
10ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

七
ヶ
浜
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の

七
ヶ
浜
支
所
の
地
区
の
う
ち

東
宮
浜
の
区
域
）

２
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲
げ

る
漁
業
及
び
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業
以

外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

１
．
総
ト
ン
数
10ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

七
ヶ
浜
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の

七
ヶ
浜
支
所
の
地
区
の
う
ち

代
ヶ
崎
浜
の
区
域
）

２
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲
げ

る
漁
業
及
び
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業
以

外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

１
．
総
ト
ン
数
10ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

七
ヶ
浜
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の

七
ヶ
浜
支
所
の
地
区
の
う
ち

吉
田
浜
の
区
域
）

２
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲
げ

る
漁
業
及
び
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業
以

外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

１
．
総
ト
ン
数
10ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

七
ヶ
浜
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の

七
ヶ
浜
支
所
の
地
区
の
う
ち

花
渕
浜
の
区
域
）

２
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
刺
網
を
使
用
し
て
行
う
漁
業

３
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
及
び
２

に
掲
げ
る
漁
業
並
び
に
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
漁
業
以
外
の
漁
業

４
．
小
型
定
置
漁
業

１
．
総
ト
ン
数
10ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

七
ヶ
浜
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の

七
ヶ
浜
支
所
の
地
区
の
う
ち

菖
蒲
田
浜
の
区
域
）

２
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
刺
網
を
使
用
し
て
行
う
漁
業

３
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
及
び
２

に
掲
げ
る
漁
業
並
び
に
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
漁
業
以
外
の
漁
業

４
．
小
型
定
置
漁
業

１
．
総
ト
ン
数
10ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

七
ヶ
浜
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の

七
ヶ
浜
支
所
の
地
区
の
う
ち

松
ヶ
浜
湊
浜
の
区
域
）

２
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲
げ

る
漁
業
及
び
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業
以

外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

１
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
以
上
100ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し

て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

塩
釜
市
及
び
七
ヶ
浜
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の

七
ヶ
浜
支
所
及
び
塩
釜
地
区

機
船
漁
業
協
同
組
合
の
地

区
）

１
．
総
ト
ン
数
10ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

仙
台
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の

仙
台
支
所
の
地
区
）

２
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲
げ

る
漁
業
以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

１
．
総
ト
ン
数
10ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

名
取
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の

閖
上
支
所
の
地
区
）

２
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲
げ

る
漁
業
及
び
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業
以

外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

１
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

七
ヶ
浜
町
及
び
名
取
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の

七
ヶ
浜
町
支
所
及
び
閖
上
支

所
の
地
区
）

１
．
総
ト
ン
数
10ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
主
と
し
て
底
び
き
網
を
使
用
し
て

行
う
漁
業

亘
理
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の



 

〇
宮
城
県
告
示
第
三
十
三
号

　

宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
認
証
食
品

を
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
一
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

認
証
食
品

二　

認
証
年
月
日

　
　

平
成
二
十
五
年
一
月
七
日

〇
宮
城
県
告
示
第
三
十
四
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
区
画
整

理
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
一
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

組
合
の
名
称

　
　

松
島
町
東
磯
崎
土
地
区
画
整
理
組
合

二　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

宮
城
郡
松
島
町
高
城
字
元
釜
家
二
番
地
四

三　

設
立
認
可
の
年
月
日

　
　

平
成
九
年
三
月
三
日

四　

変
更
認
可
の
年
月
日

　
　

平
成
二
十
五
年
一
月
八
日

 
公
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２
．
総
ト
ン
数
10ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

亘
理
支
所
の
地
区
）

３
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
、
１
及
び
２

に
掲
げ
る
漁
業
以
外
の
漁
業

４
．
小
型
定
置
漁
業

１
．
総
ト
ン
数
10ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

山
元
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の

山
元
支
所
の
地
区
）

２
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
刺
網
を
使
用
し
て
か
れ
い
を
と
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

３
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
刺
網
を
使
用
し
て
し
ゃ
こ
を
と
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

４
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
刺
網
又
は
籠
を
使
用
し
て
か
に
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

５
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
刺
網
を
使
用
し
て
さ
け
又
は
ま
す

を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

６
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
刺
網
を
使
用
し
て
す
け
と
う
だ
ら

を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

７
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
底
び
き
網
を
使
用
し
て
あ
か
が
い

を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

８
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
底
び
き
網
を
使
用
し
て
こ
だ
ま
が

い
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

９
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
底
び
き
網
を
使
用
し
て
う
ば
が
い

を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

10．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
ど
う
を
使
用
し
て
あ
な
ご
を
と
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

11．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
ど
う
又
は
籠
を
使
用
し
て
た
こ
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

12．
総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
か
ら
11

に
掲
げ
る
漁
業
以
外
の
漁
業

13．
小
型
定
置
漁
業

１
．
総
ト
ン
数
50ト

ン
以
上
100ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
底
び
き
網
を
使
用

し
て
行
う
漁
業

石
巻
市
，
女
川
町
，
東
松
島

市
及
び
塩
釜
市
区
域

（
宮
城
県
沖
合
底
び
き
網
漁

業
協
同
組
合
の
地
区
）

１
．
総
ト
ン
数
10ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
底
び
き
網
を
使
用
し
て
行
う
漁
業

石
巻
市
，
女
川
町
，
塩
釜
市

及
び
名
取
市
区
域

（
宮
城
県
近
海
底
曳
網
漁
業

協
同
組
合
の
地
区
）

２
．
総
ト
ン
数
10ト

ン
以
上
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
底
び
き
網
を
使
用
し

て
行
う
漁
業

３
．
総
ト
ン
数
20ト

ン
以
上
50ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
底
び
き
網
を
使
用
し

て
行
う
漁
業

認
証
番
号

百
六
十

七　
　

品　

目

乾
の
り
・

焼
き
の
り

申
請
者
の
氏
名

又

は

名

称

株
式
会
社
七
福
茶
本
舗

佐
藤
海
苔
店

代
表
取
締
役　

佐
藤
富

行

製
造
業
者
の
名
称

又

は

屋

号

株
式
会
社
七
福
茶
本
舗

佐
藤
海
苔
店

製
造
所
等
の
所
在
地

仙
台
市
泉
区
北
中
山
四
丁
目
十
三

番
地
の
二



〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
一
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
一
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
一
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量

　

１　

操
船
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ　

一
式

　

２　

普
通
旋
盤　

十
七
組

　

３　

シ
ー
ケ
ン
ス
ロ
ボ
ッ
ト
実
習
装
置　

八
式

　

４　

Ｎ
Ｃ
自
動
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
シ
ス
テ
ム　

一
式

　

５　

旋
盤
（
四
尺
）　

十
三
台

　

６　

有
線
通
信
実
習
装
置　

一
式

　

７　

も
の
づ
く
り
設
計
支
援
シ
ス
テ
ム　

一
式

　

８　

高
純
度
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
半
導
体
検
出
器　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

出
納
局
契
約
課　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目

八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日

　

１　

一
の
１
の
購
入
物
品　

平
成
二
十
四
年
十
月
十
九
日

　

２　

一
の
２
の
購
入
物
品　

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
六
日

　

３　

一
の
３
の
購
入
物
品　

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
六
日

　

４　

一
の
４
の
購
入
物
品　

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
八
日

　

５　

一
の
５
の
購
入
物
品　

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
三
日

　

６　

一
の
６
の
購
入
物
品　

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
三
日

　

７　

一
の
７
の
購
入
物
品　

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
三
日

　

８　

一
の
８
の
購
入
物
品　

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
日

四　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地

１　

一
の
１
の
購
入
物
品　

株
式
会
社
マ
リ
ッ
ク
ス　

東
京
都
港
区
西
新
橋
三
丁
目
二
十
四
番
十
号

２　

一
の
２
の
購
入
物
品　

株
式
会
社
丸
藤　

宮
城
県
仙
台
市
太
白
区
鹿
野
二
丁
目
十
二
番
二
十
二
号

３　

一
の
３
の
購
入
物
品　

美
和
電
気
工
業
株
式
会
社　

東
京
都
新
宿
区
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号　

新
宿
セ
ブ
ン
ビ

ル
４　

一
の
４
の
購
入
物
品　

株
式
会
社
ナ
リ
サ
ワ　

宮
城
県
石
巻
市
駅
前
北
通
り
二
丁
目
十
二
番
二
十
七
号

５　

一
の
５
の
購
入
物
品　

丸
繁
株
式
会
社　

宮
城
県
仙
台
市
宮
城
野
区
宮
城
野
一
丁
目
二
十
番
十
二
号

６　

一
の
６
の
購
入
物
品　

美
和
電
気
工
業
株
式
会
社　

東
京
都
新
宿
区
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号　

新
宿
セ
ブ
ン
ビ

ル
７　

一
の
７
の
購
入
物
品　

株
式
会
社
ア
ル
ゴ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ス　

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
箱
崎
町
五
番
十
四
号

８　

一
の
８
の
購
入
物
品　

セ
イ
コ
ー
・
イ
ー
ジ
ー
ア
ン
ド
ジ
ー
株
式
会
社　

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目

八
番
地

五　

落
札
金
額

　

１　

一
の
１
の
購
入
物
品　

一
億
四
百
七
十
九
万
円

　

２　

一
の
２
の
購
入
物
品　

五
千
七
百
六
十
五
万
五
千
五
百
円

　

３　

一
の
３
の
購
入
物
品　

三
千
七
百
八
十
万
円

　

４　

一
の
４
の
購
入
物
品　

三
千
三
十
四
万
五
千
円

　

５　

一
の
５
の
購
入
物
品　

五
千
七
百
十
二
万
五
千
二
百
五
十
円

　

６　

一
の
６
の
購
入
物
品　

二
千
八
百
十
四
万
円

　

７　

一
の
７
の
購
入
物
品　

三
千
五
百
七
十
万
円
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一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

岩
沼
市
下
野
郷
字
舘
外
八
十
九
番
三

　　

岩
沼
市
下
野
郷
字
長
塚
九
十
番
地
の
二

 

大
久
保
良
子　
　
　
　
　
　
　
　

一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

名
取
市
高
舘
吉
田
字
乗
馬
九
十
三
番
十

　

仙
台
市
太
白
区
郡
山
字
上
野
十
一
番
地
の
六

 

宍
戸　

孝
義　
　
　
　
　
　
　
　

 

宍
戸　

昭
子　
　
　
　
　
　
　
　



　

８　

一
の
８
の
購
入
物
品　

二
千
七
百
三
十
万
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

　

１　

一
の
１
の
購
入
物
品　

平
成
二
十
四
年
九
月
七
日

　

２　

一
の
２
の
購
入
物
品　

平
成
二
十
四
年
十
月
十
六
日

　

３　

一
の
３
の
購
入
物
品　

平
成
二
十
四
年
十
月
十
六
日

　

４　

一
の
４
の
購
入
物
品　

平
成
二
十
四
年
十
月
十
六
日

　

５　

一
の
５
の
購
入
物
品　

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
日

　

６　

一
の
６
の
購
入
物
品　

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
日

　

７　

一
の
７
の
購
入
物
品　

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
日

　

８　

一
の
８
の
購
入
物
品　

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
六
日

 
選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
一
号

　

平
成
二
十
四
年
十
二
月
五
日
現
在
に
お
け
る
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
九
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
委
員
の
解
職
の
請
求
に
要
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分

の
一
の
数
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
一
月
十
五
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　
�
　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

　

三
分
の
一
の
数　

一
、
〇
八
〇
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